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号

議

株
式
配
嘗
金
の
源
泉
課
税

おF

見4

耳B

庄内4

!if主I

2
・
足
岡
本
祉
事
石
川

引
U
F
Z
-
一匹玉
1
H疋
語
草

大
正
九
年
の
所
得
税
法
の
改
正
は
我
幽
租
税
史
上
に
稀
に
見
る
慮
の
劃
期
的
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
は
株
式

の
配
営
金
を
其
の
源
泉
た
る
株
式
曾
祉
に
於
て
比
例
税
率
で
課
税
し
て
ゐ
た
の
に
劃
し
、
ぞ
れ
を
改
め
て
配
営
金

を
受
く
る
個
人
に
付
き

J

凡
て
の
所
得
ご
共
に
綜
合
し
て
、
夏
に
累
準
税
率
で
課
税
す
る
事
ご
な
っ
た
の
で
あ
る
。

却
も
過
去
二
三
十
年
間
に
わ
た
h
、
源
泉
課
税
主
義

(
ω
Z宅品目目白
Z
C
C『

2
q母
E

Cご
ロ
n
O
E
m
g岡
山
門
一

c
ロ
)
を

採
用
し
た
る
我
闘
の
所
得
税
誌
を
改
め
て
、
不
完
全
な
が
ら
も
綜
合
課
税
主
義

(
F
E
E
-
γ
E
E
-
-
H
g
B
n
C
M
)
さ
し

た
所
に
其
特
色
を
接
見
す
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
営
時
eT
回
顧
す
る
ご
隔
世
の
戚
に
耐
へ
な
い
。
営
時
五
十

固
の
月
給
を
取
っ
て
ゐ
れ
ば
巳
に
年
額
十
一
回
七
十
銭
の
第
三
種
所
得
税
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

時

E品

株
式
配
営
金
の
源
泉
課
税

第
三
十
巻

:Ju 
O 

第
占
ハ
掛
川

四



時

I命

株
式
酪
常
金
白
源
泉
課
税

第
三
十
巻

九
O 

第
六
時
嗣

四

る
。
然
る
に
知
名
の
大
賞
業
家
に
し
て
、
毎
年
十
数
高
固
の
所
得
が
あ
り
な
が
ら
、
業
所
得
の
全
部
が
配
営
金
賞

奥
金
よ
り
な
っ
て
ゐ
る
が
震
め
に
、
第
三
種
所
得
税
を
少
し
も
負
携
し
て
ゐ
な
い
さ
一
五
ム
嘘
の
様
な
話
も
あ
っ
た
。

若
し
此
の
買
事
採
に
し
て
十
数
高
閣
の
所
得
を
個
人
修
業
か
ら
得
て
ゐ
た
ざ
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
第
三
種
所
得

積
三
し
て
二
三
高
困
を
支
掛
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
だ
紘
一
闘
で
あ
る
。
こ
の
明
白
な
る
不
一
公
平
を
矯
正
せ
ん
さ
し
化
所

に
大
正
九
年
の
税
法
大
改
革
の
異
目
的
が
存
し
、
か
の
普
通
選
皐
運
動
で
尖
鋭
化
し
て
ぬ
た
一
耽
曾
的
不
安
弘
此
の

租
税
立
法
で
幾
分
緩
和
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ

k
o
蓋
し
綜
合
課
税
主
義
の
精
紳
を
株
式
配
常
金
に
瞭
張
す
る
事
に

よ
り
、
「
大
費
本
家
は
決
し
て
租
税
負
擢
を
避
け
ん
ざ
す
る
も
の
に
非
?
」
ご
の
好
い
印
象
を
一
世
舎
の
人
心
に
典
へ

た
か
ら
で
あ
る
。

然
る
に
大
正
九
年
の
此
の
税
法
の
改
正
の
嘗
時
に
於

τ巳
に
反
劃
蓮
動
が
勢
力
を
占
め
、
か
の
第
四
十
二
議
舎

に
政
府
よ
り
提
出
せ
ら
れ
徹
底
的
綜
合
課
税
主
義
の
原
案
の
精
神
は
、
第
四
十
三
議
舎
に
於
け
る
修
正
叉
修
正
に

よ
り
憐
程
緩
和
せ
ら
れ
、
多
分
に
源
泉
課
税
の
色
彩
を
加
味
し
た
の
で
あ
っ
た

η

更
に
大
正
九
年
の
所
得
税
法
改
正

が
行
は
れ
し
後
に
於
て
は
、
株
式
配
営
金
の
綜
A
日
課
税
麿
止
源
泉
課
税
復
奮
の
運
動
が
毎
年
恒
例
さ
し
て
行
は
れ

て
ゐ
る
。
第
四
十
二
議
曾
に
最
初
政
府
が
提
出
せ
し
原
案
の
主
旨
か
ら
見
れ
ば
、
む
し
ろ
六
十
バ

1
セ
シ
ト
の
綜

合
課
税
主
義
に
過
ぎ
ぎ
る
現
行
所
得
税
法
が
不
徹
底
で
あ
っ
て
、
品
附
之
を
進
め
て
百
バ

1
セ
ン
ト
の
綜
A
n
課
税
さ

す
J

べ
き
で
あ
る
さ
ち
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
此
の
源
泉
課
税
蓮
動
な
る
も
の
は
綜
合
課
税
を
百
〆

1



セ
ン
ト
に
増
す
事
に
努
力
せ
ぎ
る
の
み
か
、
反
っ
て
逆
じ
綜
合
課
税
主
義
を
我
が
所
得
税
法
の
健
文
よ
り
抹
殺
し

去
ら
ん
ざ
す
る
の
で
あ
る
。
而
も
租
税
理
論
に
も
時
代
の
要
求
に
も
逆
行
せ
る
此
の
源
泉
課
税
運
動
が
本
年
特
仁

蛾
烈
を
極
め
、
之
を
以
て
「
産
業
界
を
し
て
現
下
萎
康
不
振
の
極
じ
沈
諭
す
る
窮
斌
よ
り
匡
救
す
る
唯
一
無
二
の

方
策
」
の
如
〈
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
余
の
見
る
所
に
よ
れ
ば
、
源
泉
課
税
課
動
は
撃
に
財
界
を
救
梼
せ
ぎ

る
の
み
な
ら
十
、
我
が
祉
曾
生
活
じ
憂
ふ
ぺ
き
副
作
用
を
及
ぼ
す
の
で
ゐ
る
。
以
下
、
専
ら
財
政
撃
的
の
立
場
よ

り
源
泉
課
税
運
動
に
劃
す
る
批
評
を
試
み
る
。

第
二

株
式
配
賞
金
課
税
方
法

株
式
配
営
金
に
所
得
柑
を
課
税
す
る
方
法
は
、
之
を
突
の
五
つ
に
分
つ
事
が
出
来
る
。

第
一
、
株
式
曾
枇
に
於
て
も
課
税
し
、
配
営
営
受
け
た
る
株
主
に
於
て
も
課
税
す
る
方
治

第
二
、
原
則
さ
し
て
株
式
曾
世
さ
株
主
さ
の
双
方
に
課
税
す
る
が
、
二
重
課
税
を
避
く
る
潟
め
に
一
部
控
除
す

る
方
法

第
三
、
株
主
の
み
に
課
税
し
て
舎
祉
に
て
は
全
〈
課
税
せ
、
ざ
る
方
法

第
四
、
原
則
ざ
し
て
株
主
の
み
に
課
税
す
る
の
で
あ
る
が
、
舎
一
祉
の
所
得
の
中
、
配
営
せ
ら
れ

F
る
部
分
に
付

き
て
は
例
外
ざ
し
て
課
税
す
る
方
法

時

株
式
醜
営
金
の
源
泉
課
税

第
三
十
巻

四

第
大
波

九

O

一一
一

言命
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時

株
式
配
嘗
金
白
源
泉
課
税

第
三
十
巻

論

第
六
時
摘

丸

O
四

四

四

第
五
、
株
式
舎
祉
の
み
に
課
税
す
る
方
法

此
の
五
つ
の
分
類
は
切
『

=5]F円
。
=
敢
授
の
試
み
て
ゐ
る
所
で
あ
る
が
、

一
、
株
式
舎
祉
さ
株
主
さ
の
双
方
に

課
税
す
る
主
義
(
第
こ
さ
、
一
一
、
株
主
又
は
株
式
曾
祉
の
一
方
に
の
み
課
税
す
る
主
義
(
第
三
又
は
第
五
)
ご
の
二

つ
に
分
れ
、
第
二
千
」
第
四
さ
の
方
法
は
此
の
雨
者
の
折
衷
さ
な
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
此
の
五
つ
の
方
法
を
比
帳

す
る
。第

一
の
方
法
は
、
株
式
曾
枇
さ
株
主
ざ
を
租
税
負
櫓
の
上
仁
於
て
全
く
樹
立
し
た
も
の
と
見
る
の
で
あ
る
か

ら
、
株
式
の
配
営
金
に
付
き
て
も
・
源
泉
課
税
主
義
さ
綜
合
課
税
主
義
ざ
を
同
時
仁
行
ふ
の
で
あ
る
。
法
人
さ
自

然
人
さ
を
濁
立
の
経
済
主
韓
ご
見
て
普
逼
の
原
則
を
適
用
す
る
勤
よ
h
見
れ
ば
、
雨
者
の
所
得
を
金
額
に
付
き
課

税
す
る
ち
、
何
ら
差
支
へ
な
き
わ
け
で
あ
る
。
然
し
株
式
曾
祉
さ
株
主
ご
の
聞
に
鑑
梅
上
密
接
な
る
閥
係
あ
り
ご

云
ふ
見
地
よ
り
せ
ば
、
此
立
法
は
苛
酷
の
雄
ひ
が
あ
る
。
我
闘
に
於
て
は
、
此
方
法
は
金
〈
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
な

い。
第
二
の
方
法
は
、
原
則
ご
し
て
は
、
第
一
の
源
泉
課
税
ご
綜
合
課
税
さ
の
併
用
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
二
重
課

粧
を
避
〈
る
矯
め
に
、
個
人
の
綜
合
課
税
を
行
ふ
際
に
一
一
部
控
除
を
す
る
の
で
あ
る
。
我
が
現
行
所
得
税
制
度
が

業
貫
例
で
あ
る
。

第
三
の
株
主
の
み
に
課
税
し
て
、
舎
世
に
於
て
は
全
く
課
税
せ
ざ
る
方
法
は
、
所
謂
綜
合
課
税
主
義
の
立
怯
で

Lehrbuch der Finanzwissenschaft. S. 521-522 2) 



あ
る
。
明
治
二
十
年
の
所
得
税
法
を
葉
通
例
ざ
す
る
事
が
出
来
る
。
然
れ
ど
も
此
方
法
の
み
を
採
用
す
る
時
に
は
、

曾
枇
は
配
営
金
を
出
来
る
だ
げ
少
く
し
、
他
の
方
法
に
よ
り
て
配
営
し
た
る
マ
」
同
様
の
目
的
を
達
す
る
事
さ
な
る

の
で
あ
る
。

第
四
の
方
法
は
、
第
三
の
方
法
ざ
同
じ
〈
、
原
則
ざ
し
て
綜
合
課
税
乞
採
用
す
る
の
で
あ
る
が
、
第
三
の
方
法

さ
異
り
、
舎
一
祉
の
所
得
の
中
で
配
営
せ

5
る
部
分
に
の
み
課
税
す
る
の
で
あ
る
o

第
四
十
二
議
曾
に
政
府
が
提
出

し
た
る
原
案
な
る
も
の
は
之
で
あ
っ
た
。

第
五
は
、
株
式
曾
枇
の
み
に
課
税
し
℃
株
主
に
付
い
て
は
全
〈
課
税
せ
ゴ
る
方
法
で
あ
る
。

問
問
ム
口
二
一

L
l
岨

叫

EU1ι
円

相

F
3
J
E
二

F

・JAA
引
u
J

来
、
大
正
九
年
に
至
る
ま
で
に
我
園
の
所
得
税
法
が
採
用
せ
し
源
泉
課
税
方
法
が
之
で
あ
っ
た
。
然
し
此
の
方
法

に
よ
れ
ば
、

一
株
の
株
主
も
一
高
株
の
株
主
も
同
一
宰
の
所
得
税
を
負
轄
す
る
事
さ
な

h
、
又
配
嘗
金
さ
共
以
外

の
所
得
さ
を
綜
合
し
て
課
税
し
得
。
3
る
事
ぜ
な
b
現
代
の
租
税
概
念
さ
ヘ
ピ
党
る
所
が
大
で
あ
ゐ
。

此
等
五
つ
の
方
法
は
い
づ
れ
も
一
長
一
短
あ
り
、
世
界
の
各
国
は
何
れ
も
其
取
拾
に
迷
っ
て
ゐ
る
次
第
で
あ

る
。
然
ら
ば
我
固
に
於
て
は
此
の
五
つ
の
方
法
の
中
で
如
何
な
る
方
法
を
採
用
す
る
事
が
最
も
趨
営
し
て
ゐ
る

か
。
此
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
潟
め
に
は
、
我
園
の
所
得
税
の
特
質
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

我
幽
の
租
税
鵠
系
、
特
に
直
接
税
睦
系
は
中
心
を
所
得
税
に
お
き
、
夏
に
我
国
の
所
得
税
は
あ
ら
ゆ
る
租
税
理

論
の
理
想
を
専
ら
第
三
種
所
得
税
に
盛
ら
ん
ざ
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
先
づ
所
得
の
量
の
方
面
に
於
て
は
累
進
税

時

論

株
式
副
賞
金
の
源
泉
課
税

第
三
十
巻

九
O
五

第
六
披

四
五



時

3古

株
式
酷
嘗
金
の
源
泉
課
税

第
三
十
巻

九
O
六

第
六
披

四
大

宰
を
定
め
、
千
二
百
固
の
所
得
に
て
は
百
八
?
の

0
・
入
な
る
に
、
所
得
金
額
を
増
す
毎
に
宰
を
高
め
四
百
高
固
に

於

τは
百
八
?
の
三
十
六
な
る
超
過
額
国
主
義
李

質
の
方
面
を
考
慮
し
て
ゐ
る
。

一
高
二
千
回
目
下
の
所
得
を
受
く
る
中
小
所
得
者
に
つ
い
て
、
勤
労
よ
り
得
た
る

所
得
に
劃
し
一
割
及
び
二
割
の
盤
除
規
定
が
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
所
得
の
源
の
質
を
考
へ
た
の
で
あ
る
(
耕
一
吋

腕
)
。
或
は
生
命
保
険
料
の
控
除
を
最
高
二
百
周
迄
行
ひ
(
冊
一
誠
唯
一
マ
又
は
三
千
回
以
下
の
所
得
を
苧
，
、
る
小

所
持
者
に
付
き
扶
養
家
族
載
の
多
少
じ
臆
じ
控
除
h
T
定
め
(
智
一
躍
)
、
更
に
千
二
百
聞
未
満
の
最
悦
生
活
費
に
達

せ
司
ざ
る
所
得
を
有
す
る
者
に
は
見
一
枕
の
特
典
を
奥
へ
た
る
が
如
き
は
(
獅
J
J

…
躍
)
、
金
〈
所
得
の
使
途
の
質
を
考
へ

た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如

t
、
凡
て
の
所
得
を
、
ぞ
れ
を
受
〈
る
個
人
に
集
中
し
て
考
へ
、
カ
相
臆
の
負
携
を
各

個
人
に
求
め
ん
ご
す
る
叫
が
我
闘
の
所
得
税
の
根
本
精
神
で
あ
る
。
従
て
株
式
の
配
営
金
の
問
題
に
付
い
て
も
・

此
慮
を
出
費
結
ざ
し
て
議
論
を
進
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

源
泉
課
税
主
義
を
採
用
す
る
時
に
徴
税
手
績
の
便
利
な
る
事
は
之
を
認
め
〆
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
公
平

負
憶
さ
云
ふ
酷
に
於
て
は
遺
憾
の
鹿
が
少
な
か
ら
や
存
す
る
の
で
あ
る
。
般
に
問
題
を
所
得
の
量
に
限
定
す
る
、

即
ち
綜
合
課
税
主
義
に
よ
れ
ば
千
二
百
国
以
下
の
所
得
者
は
兎
枝
、
五
千
固
の
所
持
者
は
コ
了
四

μ
の
負
櫓
、
四

百
高
闘
の
所
得
者
は
二
八
・
二

μ
の
第
三
積
所
得
税
を
支
掛
ふ
の
で
あ
る
。
然
る
に
源
泉
課
税
主
義
に
よ
れ
ば
一
株

の
人
も
‘

一
高
株
の
人
も
同
一
一
税
率

l
l例
へ
ば
七
・
五
%
ー
ー
ー
の
所
得
税
を
支
挽
ふ
事
さ
な
る
の
で
あ
る
。
故



に
綜
合
課
税
主
義
を
拾
て
、
源
泉
課
税
主
義
を
採
用
す
る
事
は
、
累
進
税
主
義
の
治
外
法
権
を
株
式
の
配
嘗
に
劃

し
で
も
顕
張
せ
ん
ぜ
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
圃
の
所
得
税
睡
眠
系
を
素
る
も
の
ず
」
云
は
ね
ば
な
ら
向
。
而
も
源
泉

課
税
論
者
の
重
心
は
恰
も
此
の
方
面
に
存
し
、
大
所
得
者
を
し
て
累
準
税
の
負
携
を
兎
れ
し
め
、
以
て
財
界
の
振

興
を
圃
ら
ん
ざ
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
理
由
を
以
て
、
株
式
曾
祉
の
配
管
に
課
税
す
る
五
つ
の
方
法
の
中
、
少
〈
ご
も
第
五
の
純
然
た
る
源
泉
・

課
税
主
義
を
採
用
す
る
事
は
絶
割
に
之
を
避
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
結
局
、
綜
合
課
税
主
義
を
原
則
ど
し
て
採
用
し
、

業
僻
押
害
を
控
〈
る
臨
に
立
捨
の
重
心
M
7
4

お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
現
行
所
得
税
誌
に
は
何
等
世
正
セ
施
す
僻
地

無
き
や
の
問
題
を
生
十
る
の
で
ゐ
る
。

第

現
行
所
得
税
法
の
改
正

現
行
所
得
税
法
は
所
得
を
三
種
に
匝
分
し
、
特
に
法
人
よ
り
受
〈
る
利
益
の
配
営
に
付
い
て
は
、
控
除
規
定
を

設
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
所
得
税
法
第
三
傍
さ
第
十
四
保
吉
は
失
の
規
定
を
設
け
て
ゐ
る
。

第

傑

所
得
税
ハ
左
ノ
所
得
=
付
之
ヲ
賦
課
Z

第

種
甲

法
人
ノ
善
晴
地
所
得

乙

法
人
ノ
超
過
所
得

時

主命

株
式
配
常
金
の
源
泉
課
税

第
=
一
+
巻

九
O
七

第
大
披

四
七



時

E品

株
式
剛
山
富
金
目
源
泉
課
税

第
三
十
巻

九
O
八

第
六
務

凹

丹、

丙

法
人
ノ
清
算
所
得

第

種
甲

本
法
施
行
地

z
r
T
文
扮
ア
受
ク
ル
公
債
、
社
債
若
ハ
銀
行
預
金
ノ
利
子
又
ハ
貸
付
信
託
ノ
利
金

乙
第

種
第
二
種
品
麗
セ
サ
ル
個
人
ノ
所
得

第
十
四
傑

第
三
種
ノ
所
得
ρ

左
ノ
各
放
ノ
規
定
z

依

p
之
ヲ
算
出
ス

四

法
人
ヨ
9
受
ク
ル
利
金
若
ハ
利
息
ノ
間
営
叉
ハ
剰
絵
金
ノ
分
間
ハ
前
年
三
月
一
日
ヨ
リ
其
ノ
年
二
月
末
日
迄
ノ
牧
入
金
額
(
無
記
名
株

式
ノ
酷
蛍
ユ
付
テ
ハ
支
梯
ヲ
受
ケ
F
ル
金
額
)
ヨ

P
其
ノ
十
分
ノ
四
ヲ
拷
除
U

タ
ル
金
額

第
一
一
傑
さ
第
十
四
傑
さ
を
劃
照
し
て
考
へ
る
仁
、
我
園
の
所
得
税
法
は
原
則
さ
し
て
綜
合
課
税
主
義
を
採
用
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
之
に
は
二
つ
の
大
き
な
除
外
例
が
存
し
て
ゐ
る
。

現
行
所
得
税
法
に
於
て
、
綜
合
課
設
の
例
外
を
な
す
第
一
の
も
の
は
公
債
枇
債
銀
行
預
金
の
利
子
貸
付
信
託
の

利
盆
で
あ
っ
て
、
此
等
に
つ
い
て
は
第
二
種
所
得
ざ
し
て
凡
て
源
泉
課
税
を
行
ふ
事
ざ
な
っ
て
ゐ
る
。

第
二
の
例
外
を
な
す
も
の
は
法
人
の
所
得
で
あ
っ
て
、
特
に
株
式
舎
祉
の
配
営
金
が
ま
(
代
表
的
の
も
の
で
あ



る
。
株
式
曾
枇
の
所
得
仁
は
、
原
別
注
し
て
は
玉

μ
の
比
例
税
率
を
設
り
第
一
一
種
甲
、
法
人
の
普
通
所
得
さ
し
て

源
泉
課
税
を
行
ひ
、
更
に
普
通
所
得
の
中
に
て
株
主
に
配
営
せ
ら
れ
た
る
も
の
に
付
い
て
は
、
其
六
十
バ

1
セ
ン

ト
が
株
主
の
他
の
所
得
さ
綜
合
せ
ら
れ
て
累
進
税
率
の
適
用
'
乞
受
け
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。

現
行
所
得
税
法
を
是
認
す
る
論
者
は
暫
〈
之
を
お
き
、
所
得
税
法
を
不
満
ご
し
改
正
せ
ん
さ
す
る
議
論
は
二
樺

類
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。
主
(
の
第
一
は
第
三
種
所
得
税
に
あ
ら
は
れ
た
る
綜
合
課
税
主
義
の
思
刺
却
を
凡
て
の
方
面

に
鵡
張
せ
ん
ご
す
る
説
で
あ
っ
て
、
第
二
は
第
一
橋
所
得
及
び
第
二
種
所
得
に
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
源
泉
課
税
主
義
を

徹
底
せ
ん
ざ
す
る
議
論
で
あ
る
の

綜
合
課
税
主
義
を
所
得
税
の
全
部
に
適
用
せ
ん
ご
せ
ば
、
先
づ
上
遁
の
二
つ
の
例
外
を
撤
去
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
の
例
外
た
る
公
債
赴
債
の
利
子
を
個
人
の
其
他
の
所
得
さ
綜
合
し
て
課
税
す
る
事
は
、
無
記
名
式
を
原
則
三

す
る
此
等
の
謹
券
に
取
り
、
か
な
り
困
難
な
る
事
情
を
件
ふ
の
で
あ
る
が
、
決
し
て
不
可
能
ぜ
は
云
ひ
得
な
い
の

で
あ
る
。
特
に
銀
行
預
金
の
利
子
に
付
い
て
は
然
り
で
あ
る
。
か
く
て
第
一
の
例
外
の
撤
去
は
難
問
題
さ
し
て
取

蔑
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
第
二
の
例
外
た
る
、
株
式
曾
祉
の
配
営
金
の
四
十
〆

1
セ
ン
ト
控
除
さ
株
式
舎
枇
の
配
営

所
得
の
源
泉
課
税
さ
を
併
用
す
る
事
は
、
綜
令
課
税
主
義
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
相
官
の
不
都
合
を
生
や
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
之
を
改
め
る
必
要
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

之
に
反
し
、
源
泉
課
税
主
義
を
是
認
す
る
論
者
か
ら
云
へ
ば
、
第
一
の
公
債
世
債
等
の
利
子
の
源
泉
課
税
を
其

時

E命

株
式
回
嘗
金
む
源
泉
課
現

第
一
一
一
十
血
管

丸

O
九

第
六
時
帆

四
九



時

言骨

株
式
酷
営
金
自
源
泉
課
税

第
三
十
巻

九

O 

第
六
時
踊

五
O 

の
ま
、
存
置
す
る
の
み
な
ら
令
、
第
二
の
株
式
の
配
嘗
金
の
源
泉
課
税
を
一
層
徹
底
せ
し
め
お
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
郎
ち
、
第
三
種
所
得
に
於
け
る
六
十
〆

1
セ
ン
ト
の
綜
合
課
税
を
全
然
撤
去
し
て
、
之
を
第
一
種
又
は
第

二
種
じ
令
流
せ
し
め
ん
さ
す
る
の
で
あ
る
。

問
題
を
株
式
舎
一
祉
の
配
営
仁
限
り
、
綜
合
課
税
主
義
さ
源
泉
課
税
主
義
さ
が
我
租
税
史
上
に
具
瞳
的
に
如
何
に

あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
か
を
表
示
す
る
芝
、
明
治
二
十
年
よ
り
最
近
仁
至
る
ま
で
次
の
結
果
を
得
る
事
が
出
来
る
。

一
.
(
第
一
種
と
し
て
)
課
税
ナ
千
分
の
四
十
二
五
一

Z
V日
jjjlV-1-
一

政
正
一
一

j
f得

税

1
1土
(

]

一

l
E
L
i
-
-凶

守

ハ

十

二

五

一

大

正

七

年

所

得

税

法

中

改

-

一

一

と

し

て

)

課

税

す

:

:

千

分

の

七

十

五

一

正

一

一

明
治
二
十
年
所
得
税
法

明
治
三
十
二
年
所
得
税
法

明
治
三
十
七
年
非
常
時
別

税
法

明
治
三
十
八
年
非
常
特
別

税
法
申
改
正

大
正
九
年
第
四
十
二
議
曾

株

社

i'lil'. 

嘗

所

得

式

曾

の

課
税
せ
ず

(
第
一
種
と
し
て
)
課
税
す
:
:
:
千
分
自
二
十
五

課
税
せ
ず

株
主
白
受
〈
る

郎

官

所

得

一0
0
%
に
累

護
課
税
す

課
税
せ
ず

課
税
せ
ず

課
税
せ
ず

課
税
せ
ず

課
税
せ
ず

一O
O
%
に
系

..〆、ー---..--.-'
綜
合
課
税

、
源
泉
課
税

-、、



に
政
府
が
提
出
せ
し
法
案

大
正
九
年
第
四
十
三
議
曾

に
政
府
の
提
出
せ
し
法
案

大
正
九
年
第
四
十
三
議
曾

に
於
け
る
衆
議
院
の
修
正

大
正
九
年
所
得
税
法

大
正
十
五
年
所
得
税
法
中

改
正

包
し
法
人
の
甲
、
超
過
所
得
、
乙
、
留
保
所
得
、
丙

清
算
所
得
、
丁
に
う
き
で
は
課
税
ナ

一一一一一一一一

進
課
税
ナ

八

O
%
に
累
準

課
税
す

七
O
%
に
甲
車
準

課
税
す

大

O
が
に
累
進

課
税
ナ

ムハ

O
%
に
累
進

課
税
ナ

綜
合
課
税

¥
 

一
綜
合
課
税

「
と
源
泉
課

税
と
併
用

、、一一司也ーー・・・・・l

明
治
二
十
年
に
於
て
は
、
株
式
の
配
営
に
付
い
て
は
徹
底
し
た
る
綜
合
課
税
主
義
を
採
用
し
、
株
式
舎
一
祉
に
封
し

課
乙清但枕
と算しせ

の所法ず
枕得人
主事 、の

を了甲
i高に、
めつ起
るき過・
で所
は得
課、

税乙
ナ
、留

而f呆
し戸斤
て得
甲、
と丙

(
第
一
種
丙
、
法
人
の
醜
営
所
得
と
し
て
)
課
税

7
・.

百
分
自
四

但
し
法
人
の
甲
、
超
過
所
得
、
乙
、
留
保
所
得
、
丁

清
算
所
得
、
皮
に
ワ
き
て
も
課
税
ナ

(
第
一
一
種
河
、
法
人
担
問
営
所
得
と
し
と
)
謀
枕
ナ

u

町

百
分
の
五

但
し
法
人
の
甲
、
超
過
所
得
、
乙
、
留
保
所
得
、
丁

清
算
所
得
、
成
に
づ
き
て
も
課
税
す

百三2
き但分士
てしの='
も法五官
謀人ミ
枕の油

す弓又

翌五
聖書
1て得
2 と

"ミし

清之
算言果
F庁秘
f尋ナ
P亡

τコ

て
は
全
く
課
税
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
明
治
三
十
二
年
よ

b
大
正
九
年
に
至
る
ま
で
は
徹
底
し
た
る
源

泉
課
税
主
義
を
採
用
し
、
株
式
の
配
営
金
に
付
い
て
は
個
人
に
於
て
は
全
〈
課
税
せ
子
、
或
は
第
一
一
樫
芯
し
て
、

又
は
第
一
一
糟
甲
ざ
し
て
、
更
に
第
一
種
乙
ご
し
て
株
式
合
枇
に
於
て
の
み
課
税
し
た
の
で
あ
る
。
業
結
果
、
所
謂

時

Z品

株
式
酷
首
金
白
源
泉
課
税

第
三
十
巻

九

第
六
時
刷

五



時

言晶

株
式
問
営
金
の
源
泉
課
税

第
三
十
巻

九

第
六
披

五

合
法
的
脱
税
を
目
的
ご
す
る
株
式
舎
世
が
積
出
し
、
亙
に
所
得
税
法
の
改
正
が
叫
ば
る
、
に
至
っ
た
。
更
に
大
正

九
年
に
至
り
、
政
府
は
徹
底
し
た
る
綜
A
口
課
税
主
義
に
加
ふ
る
に
舎
枇
所
得
税
を
併
用
す
る
理
想
案
を
議
曾
に
提

出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
政
府
の
吾
バ

1
セ
ン
ト
の
綜
合
課
税
主
義
は
八
十

.
ρ
1
セ
シ
ト
、
七
十
バ

1
セ
ン

ト
、
六
十

.
ρ
1
セ
ン
ト
守
」
漸
失
弱
め
ら
れ
|
|
勿
論
其
妥
協
案
ぜ
し
て
低
率
の
源
泉
課
積
主
義
を
併
用
し
て
綜
合

課
税
主
義
の
一
貫
を
破
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
|
l
今
日
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

か
〈
の
知
〈
、
我
固
め
現
行
所
得
税
措
は
、
株
式
の
配
営
金
に
什
い
て
は
、
綜
合
課
税
主
義
ど
歪
め
ら
れ
な
が

ら
も
維
持
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
従
て
株
式
配
営
金
に
劃
す
る
所
得
税
法
の
改
正
問
題
は
、
歪
め
ら
れ
な
が
ら
も

維
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
綜
合
課
税
主
義
を
如
何
に
扱
ふ
か
の
貼
に
存
し
て
ゐ
る
。
却
も
、
査
め
ら
れ
て
ゐ
る
ま
、
の

綜
合
課
税
主
義
で
満
足
す
る
か
、
又
は
大
正
九
年
の
政
府
原
案
に
基
き
歪
み
を
撤
去
し
て
百

.
ρ
1
セ
ン
ト
の
綜
合

課
税
主
義
を
ぎ
る
か
、
又
は
明
治
三
十
二
年
の
立
法
の
主
旨
に
復
蹄
し
て
株
式
配
営
金
に
付
き
で
は
綜
合
課
税
主

義
を
全
然
断
念
す
る
か
の
岐
路
に
立
っ
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。
而
し
て
源
泉
課
税
運
動
に
奔
走
す
る
人
は
、
此
の
第

三
案
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

第
四

企圭主
iI'口

号，b，.

H問

東
京
商
工
曾
議
所
は
昭
和
五
年
四
月
に
商
工
調
査
第
三
十
競
ご
し
て
「
配
営
課
税
問
題
に
闘
す
る
丞
考
資
料
」
を



公
け
に
し
、
株
式
配
蛍
金
の
源
泉
課
税
仁
闘
す
る
有
力
な
る
材
料
を
提
供
し
て
ゐ
る
。

此
責
料
に
よ
れ
ば
、
臨
営
金
綜
合
課
税
に
劃
し
て
は
商
工
曾
議
所
及
び
其
他
買
業
界
の
有
力
閤
韓
は
年
中
行
事

の
如
く
反
針
決
議
を
試
み
、
特
に
今
年
は
其
反
封
蓮
動
が
熱
烈
の
様
で
あ
る
。
然
し
商
工
曾
議
所
其
他
貫
業
界
の

有
力
な
る
反
封
意
見
は
、
果
し
て
枇
舎
の
凡
て
の
聾
を
代
表
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
少
く
ご
も
余
一
人
は
此

反
劃
運
動
に
封
し
‘
極
め
て
悲
観
的
の
意
見
を
抱
く
者
で
あ
る
。
特
に
現
今
の
如
き
、
金
解
禁
の
後
を
受
け
て
準

園
一
致
し
て
艦
梼
闘
難
に
嘗
る
ぺ
き
時
に
、
商
工
曾
議
所
が
先
頭
ぜ
な
り
、
結
果
じ
於
て
は

I
1動
機
は
愛
国
心

仁
出
で
た
る
な
ら
ん
も
|
|
。
大
資
本
家
の
負
擦
を
瞳
減
す
る
事
さ
な
る
運
動
に
あ
た
る
事
は
、
果
し
て
時
期
伝
得

た
る
も
の
な
り
や
、
大
な
る
疑
問
無
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

配
営
金
綜
A
口
課
税
反
劃
論
者
は
、
第
一
に
産
業
の
後
遺
を
阿
害
す
る
事
、
第
二
は
株
式
の
疏
通
念
問
害
す
る
事

第
三
に
重
複
課
税
の
行
は
る
、
事
、
第
四
に
負
棺
の
均
衡
を
失
す
る
事
、
第
五
に
脱
税
の
行
は
れ
回
調
き
事
、
第
六

に
税
務
行
政
上
徴
税
手
績
の
繁
雑
、
徴
税
費
の
増
加
を
来
し
、
而
も
源
泉
課
税
よ
り
正
確
を
快
〈
事
、
第
七
に
一
世

舎
政
策
の
本
末
を
顛
倒
す
る
事
を
あ
げ
て
ゐ
る
。
然
し
余
の
見
る
慮
に
よ
れ
ば
、
第
一
一
、
第
五
、
第
六
以
外
の
理

由
は
殆
ん
ど
成
立
せ
ゴ
る
の
み
か
、
反
っ
て
反
艶
の
立
場
に
あ
る
議
論
の
鼎
謹
材
料
さ
ち
な
り
得
べ
き
で
あ
る
。

配
営
金
綜
合
課
税
反
劃
論
h
z
讃
み
て
特
に
諒
解
し
難
き
勤
は
、

一
、
株
式
配
営
金
の
課
税
を
公
一
祉
債
等
の
利
子

の
課
耽
芭
の
み
比
較
し
て
、
他
の
所
得
の
課
税
さ
一
切
比
較
せ
ゴ
る
事
、
二
、
大
株
主
の
負
擢
唖
減
を
中
心
ご
し

時

3命

株
式
配
常
金
の
源
泉
課
税

第
三
十
巻

カd

第
六
競

五



時

1晶

株
式
聞
賞
金
白
源
泉
課
枕

第
三
十
巻

九

四

第
六
時
踊

有:
四

て
議
論
が
進
め
ら
れ
、
減
税
の
代
り
財
源
に
つ
き
て
説
明
少
き
事
、
三
、
所
得
税
改
正
の
財
界
に
及
ぼ
す
影
響
を

過
大
規
せ
る
事
芝
の
三
つ
で
あ
る
。

第
一
に
、
個
人
の
所
得
は
公
枇
債
の
利
子
及
び
株
式
の
配
営
の
み
よ
り
な
る
に
あ
ら
子
、
土
地
家
屋
よ

h
S替
業

よ
り
も
俸
給
よ
り
も
労
銀
よ
り
も
入
り
来
る
ら
の
で
ゐ
る
。
も
し
公
枇
債
の
利
子
炉
源
泉
課
税
な
る
が
故
に
株
式

の
配
営
も
掠
泉
得
税
な
ら
司
ざ
る
ぺ
か
ら
?
ご
主
張
す
る
な
ら
ば
、
土
地
所
得
も
家
屋
所
持
も
俸
給
所
得
も
凡
て
源

泉
課
税
さ

rTし
吉
元
ふ
事
ぜ
な
り
、
認
に
綜
九
日
課
税
主
義
は
減
む
ず
る
の
で
あ
る
。
公
枇
債
の
源
泉
課
税
な
る

事
は
、
是
を
綜
合
謀
積
主
義
に
改
む
ぺ
し
さ
の
理
論
の
根
健
仁
こ
そ
な
れ
、
決
し
て
是
仁
A
旦
枕
し
て
株
式
の
配
嘗

を
も
漉
泉
課
税
に
せ
よ
さ
は
な
ら
な
い
の
で
ゐ
る
。

第
二
仁
、
株
式
の
配
嘗
が
源
泉
課
税
主
義
に
改
め
ら
る
、
事
に
よ
っ
て
、
大
株
主
の
所
得
税
負
躍
が
騨
減
せ
ら

れ
る
事
は
、
上
遮
の
詑
明
で
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
、
大
株
主
の
所
得
税
負
携
の
騨
減
に
よ

h
て
生
じ

た
る
圃
家
財
政
肱
入
の
欠
陥
を
何
に
よ
ち
て
補
ふ
か
の
問
題
を
生
す
る
の
で
あ
る
。
所
謂
「
代
り
財
源
」
の
問
題

に
つ
き
商
工
曾
議
所
よ
り
確
定
し
た
る
説
明
を
聞
く
事
が
出
来
な
い
の
で
ゐ
る
が
、
少
〈
ず
』
も
結
果
に
於
て
、
大

株
主
以
外
の
人
の
負
揮
を
増
す
事
ご
な
る
様
で
あ
れ
ば
、

一
度
考
へ
直
す
必
要
が
生
や
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
源
泉
課
枕
蓮
動
を
財
界
振
興
策
さ
結
び
つ
け
る
の
は
、
所
得
税
の
勢
力
を
過
大
し
て
ゐ
る
の
で
な
い
か

さ
思
ふ
の
で
あ
る
。
欧
洲
大
戦
時
代
の
好
景
気
に
封
照
す
る
さ
現
今
の
財
界
が
時
り
に
も
泊
滞
し
て
ゐ
る
の
で
、



人
情
の
自
然
ご
し
て
、
溺
る
る
者
藁
を
も
つ
か
む
の
理
屈
か
ら
し
て
源
泉
課
税
運
動
が
禁
生
し
た
の
は
か
も
知
れ

な
い
。
然
し
配
営
綜
合
課
税
に
件
ふ
所
得
税
の
苦
痛
は
、
好
景
気
高
配
の
時
に
こ
そ
大
で
あ
る
が
、
不
景
気
減
配

の
今
日
に
至
て
は
軽
微
で
あ
る
。
従
っ
て
源
泉
課
税
主
義
の
採
用
は
、
決
し
て
財
界
の
根
本
的
振
興
策
ご
し
て
は

役
立
つ
も
の
に
あ
ら
歩
、
精
々
一
時
的
の
景
気
直
し
た
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
株
式
配
営
金
'
の
源
泉
課
税
運
動
は
日
本
商
工
曾
議
所
、
株
式
取
引
所
ご
一
五
ふ
が
如
き
樺
威
あ
る
園

瞳
の
主
張
す
る
所
で
あ
る
か
ら
、
会
く
我
岡
の
租
税
負
躍
を
公
平
に
し
且
つ
財
界
を
振
興
せ
し
め
ん
ざ
す
る
愛
国

的
の
動
機
か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
然
し
余
の
見
る
所
じ
よ
れ
ば
、
こ
の
運
動
は
産
業
の
枝
本
的
振
興
に
資

す
る
所
少
く
、
精
々
一
時
の
空
景
気
を
煽
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
。
而
も
一
時
的
の
空
景
気
を
費
す
に
止
ま
る
な

ら
ば
、
向
忍
ぶ
ぺ
し
。
或
は
虞
る
、
こ
れ
が
端
を
な
し
て
我
が
所
得
税
制
の
会
平
負
携
の
精
神
を
破
壊
し
人
心
に

「
大
資
本
家
は
租
税
負
携
を
避
け
ん
さ
ず
る
も
の
な
り
」
な
る
悪
印
象
を
奥
へ
ん
事
を
。
源
泉
課
税
蓮
勤
は
、
或

は
多
少
の
利
盆
を
費
す
事
ゐ
る
ぺ
き
も
、
そ
れ
以
上
の
大
な
る
も
の
を
失
ふ
虞
あ
り
さ
云
ふ
の
が
、
余
の
結
論
で

あ
る
。

時

雪A
伺間

株
式
間
賞
金
D
源
泉
課
税

第
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十
巻

九
一
五

第
六
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